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シニアシニア
認 知 症 カ フ ェ（ Ｄ カ フ ェ）
　認知症の方や家族、支援者などが
気軽に集まり、情報交換や交流を行
う場「認知症カフェ（Ｄカフェ）」の取
り組みをオンラインで実施します。
対認知症の方や家族、支援者等日９
月１３日㈫、１０月７日㈮、１１月２日㈬、
午後１時～３時参加方法Ｚｏｏｍでミ
ーティングＩＤ（７３１３０２６６９６４）・パ
スコード（ｄｃａｆｅ）を入力
し、入室（右記二次元バー
コードで入室も可）。
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４０

長 寿 祝 金 を 贈 呈 し ま す
　対象の方宛てに口座振込依頼書を
郵送します。必要事項を記入し、返送
してください。市で確認後、指定され
た口座へ振り込みます。
対９月１日現在、市内に引き続き１年
以上居住している１００歳の方／１００
歳＝大正１０年９月２日～大正１１年９
月１日生まれの方贈呈金額１万円
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４１

子ども・子育て子ども・子育て
参加者募集
町田市こどもマラソン大会
　詳細は市ＨＰ（右記二次� �
元バーコード）をご覧く
ださい。

対市内在住、在学、または市内のスポ
ーツチームに所属している小学３～
６年生日程１２月３日㈯場町田ＧＩＯＮ
スタジアム及びその周辺距離３・４年
生２０００ｍ、５・６年生３０００ｍ申パン
フレット（市立総合体育館等のスポ
ーツ施設、各市民センター等で配布、
市ＨＰでダウンロードも可）に添付の
申込書に記入し、１０月７日までに直
接各市立小学校へ。または１０月１４
日までに郵送（必着）でスポーツ振興
課へ。
●今年で５０回を迎える大会を記念
して、マスコットキャラクターを募
集します
対市内在住、在学の小学３～６年生申
パンフレットに添付の申込用紙また
はＡ４サイズの用紙に記入し、１０月
１４日までに、直接、郵送（必着）また
はメールでスポーツ振興課へ。

◇
問スポーツ振興課☎☎７２４・４０３６

子ども創造キャンパスひなた村
●親子で星空観察　星座早見盤を作
って星空を観察します。
対市内在住、在学の小・中学生とその
保護者日１０月１日㈯午後４時３０分～
６時３０分（雨天時は屋内で実施）定
１２人（申し込み順）費１人３００円申９
月３日午前１０時から電話でひなた村
（☎☎７２２・５７３６）へ／その他の講座
やワークショップについて
は、同キャンパスひなた村
ＨＰ等をご覧ください。

生涯学習センター
親 と 子 の ま な び の ひ ろ ば
●きしゃポッポ　お母さん同士で子
育ての情報交換等をしましょう。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその母親、妊婦の
方日９月１３日、２０日、２７日、いずれ
も火曜日午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内スキンシップ遊び、子育て
の情報交換、季節に合わせた歌、絵本
の紹介等

●パパと一緒にきしゃポッポ　お父
さんが赤ちゃんと楽しく過ごすため
のヒントが見つかるひろばです。
対市内在住の０～１歳児（２歳になっ
た月の末日まで）とその父親日９月
１８日㈰午後２時～４時（自由遊び時
間含む）内スキンシップ遊び、手作り
おもちゃ制作等

◇
場同センター定各７組（申し込み順）
申９月１日午前９時から電話で同セン
ター（☎☎７２８・００７１）へ。

わくわく仲間づくりカレッジ

講座参加者募集
問高齢者福祉課☎☎７２４・２１４６

対市内在住の６５歳以上の方
定各１６人（抽選、結果は９月２８日ま
でに発送予定）
費１回当たり２５０円（別途、材料費が
かかる講座有り〔下表参照〕）
申希望講座を選び（重複申し込み不
可）、９月６日正午～１２日にイベント

ダイヤル（☎☎７２４・５６５６）またはイ
ベシスコード２２０９０６Ａへ。
※当日の詳細は町田市シルバー人材
センター（☎☎７２３・２１４７、受付時間
＝午前９時～午後４時）へお問い合わ
せください。

講座名 日　時 会　場 材料費

楽しく学ぶ俳句
講座

10月19日～11月30日の水曜日（11
月23日を除く）、午前9時30分～11
時30分、全6回

なるせ駅前市民セ
ンター 300円

初めての粘土細
工講座

10月25日～11月29日の火曜日、午
後1時30分～3時30分、全6回

木曽山崎コミュニ
ティセンター 1500円

お手軽小物づく
り講座

10月28日～12月2日の金曜日、午後
1時30分～3時30分、全6回 小山市民センター 1000円

お茶の間ジム 11月1日～12月6日の火曜日、午前9
時30分～11時30分、全6回 鶴川市民センター

初めての水彩画
11月10日～12月22日の木曜日（11
月24日を除く）、午前9時30分～11
時30分、全6回

南市民センター 500円

後期高齢者医療制度のお知らせ
問保険年金課☎☎７２４・２１４４

【新しい後期高齢者医療被保険者証
（保険証）を送付します】
　１０月１日からお使いいただく新しい
保険証（水色）は、すべての被保険者に、
９月中旬に簡易書留郵便で送付します
（届くまで１～２週間かかります）。届き
ましたら、氏名・生年月日・自己負担割
合等の記載内容をご確認ください。
　現在お持ちの保険証（藤色）は、有
効期限が過ぎた１０月１日以降、個人
情報に留意のうえ、ご自身で破棄し
ていただくか、保険年金課へ返却し
てください。
【一定以上の所得のある方の医療費
の自己負担割合が変わります】
　１０月１日から、医療機関等の窓口
で支払う医療費の自己負担割合が、
現行の「１割」または「３割」に、新たに
「２割」が追加され、３区分となりま
す。
　１０月から令和５年７月までの自己負
担割合は、令和４年度住民税課税所得
や令和３年中の収入・所得に基づき、
世帯単位で判定します（表１参照）。

【高額療養費支給事前申請書（配慮措
置施行対応）を送付します】
　２割負担対象者には、急激な自己負
担額の増加を抑えるために、１０月１日～
令和７年９月３０日の３年間について、外
来医療の負担増加額の上限を１か月当
たり最大３０００円までとし、上限額を超
えて支払った金額は高額療養費として
支給する配慮措置が開始されます。
　１０月１日から自己負担割合が「２
割」となり、これまでに高額療養費の
口座登録がされていない方に、高額
療養費支給事前申請書を９月２０日ご
ろに広域連合から発送予定です。
　事前申請書が届きましたら、必要
事項を記入し、添付書類とともに同封
の返信用封筒で期限内に郵送で提出
してください。この事前申請書を期限
内に提出することにより、円滑に支給
を受けることができます。
　申請の際には、被保険者証のコピ
ー、振込先の金融機関口座確認書類
のコピーが必要となります。
　高額療養費支給事前申請書の記載

方法等は、申請書に記載のあるコール
センターへお問い合わせください。
　なお、期限内に提出がなかった場
合は、今後、高額療養費が発生した際
に高額療養費支給申請書を広域連合
から送付します。
○自己負担限度額を超えた場合
　同一の医療機関等での受診は、自
己負担上限額以上の金額を窓口で支
払わなくてよい取り扱いとなります。
　複数の医療機関等での受診は、１か月
の自己負担増を３０００円に抑制するた
めの差額を支給します（払い戻します）。
○自己負担限度額について
　１か月の自己負担限度額について、
１０月１日から、自己負担割合が「２割」
の方の区分が新しく設けられます
（表２参照）。

表１　令和4年10月1日からの判定方法
自己負担
の割合 区　分 判定基準

（令和3年1月～12月の所得、収入で判定）

3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

2割 一定以上
所得のある方

以下の①②両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以
上145万円未満の方がいる
②「年金収入」＋「その他の合計所得金額」の合計額が
被保険者1人の場合＝200万円以上
被保険者2人以上の場合＝合計320万円以上

1割 一般所得者
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28
万円未満の場合
または、上記①に該当するが②に該当しない場合

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。住民税課税所得が145万円以上でも、
「現役並み所得者（３割負担）」の対象外となる場合があります。

表2　令和４年１０月１日からの１か月の自己負担限度額

負担割合 所得区分 外来+入院
（世帯ごと）外来

（個人ごと）

３割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

25万2600円+
（10割分の医療費－84万2000円）×1％

〈多数回14万100円〉

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

16万7400円+
（10割分の医療費－55万8000円）×1％

〈多数回9万3000円〉

現役並み所得Ⅰ
課税所得145万円以上

8万100円+
（10割分の医療費－26万7000円）×1％

〈多数回4万4400円〉

２割 一般Ⅱ

6000円＋（10割分の医
療費－3万円）×10％
または1万8000円の
いずれか低い方

（年間上限14万4000円）

5万7600円
〈多数回4万4400円〉

１割
一般Ⅰ 1万8000円

（年間上限14万4000円）
5万7600円

〈多数回4万4400円〉
住民税
非課税等

区分Ⅱ 8000円 2万4600円
区分Ⅰ 1万5000円

※多数回とは、診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4
回目以降のことです。ただし、「外来（個人ごと）の限度額」による支給は、回数に含みませ
ん。

書類は必ず郵送でお届けします
　厚生労働省・広域連合・市区町村が
電話や訪問で、口座情報登録やＡＴＭ
の操作をお願いすること、キャッシ
ュカードや通帳等をお預かりするこ
とは絶対にありません。
　不審な電話があったときは、警察相
談専用電話（♯９１１０）または消費者ホッ
トライン（１

い

８
や

８
や

）へお問い合わせくださ
い。

　今回の制度見直しの背景等に関す
るご質問等は、後期高齢者医療の窓
口負担割合に関する厚生労働省コー
ルセンター（錆０１２０・００２・７１９、受
付時間＝祝休日を除く月～土曜日の
午前９時～午後６時）へお問い合わせ
ください。


